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「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について 

 
「柔道整復師の施術に係る療養費について」（平成 22 年５月 24 日付け保発 0524 第

２号厚生労働省保険局長通知）について、施術内容の透明化や患者への情報提供を推

進するとともに、業界の健全な発展を図る観点から、明細書の患者への交付を義務化

するため、その一部を別紙のとおり改正し、令和４年 10 月１日から適用することと

したので、貴管下の関係者に周知を図るとともに、円滑に取り扱われるよう御配慮願

いたい。 

なお、令和４年 10 月１日以降新たに受領委任の取扱いの届出又は申出をした者に

ついては、改正後の本通知を適用する。令和４年９月 30 日までに既に受領委任の取

扱いに係る協定又は契約を締結済みの者については、特段の意思表示がない限り、改

正後の協定又は契約を締結したものとみなして、令和４年 10 月１日から適用する。 

ただし、改正前の別添１別紙の様式第５号及び別添２の様式第５号による用紙につ

いては、当分の間、これを取り繕って使用できることとする。 
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「柔道整復師の施術に係る療養費について」（平成 22 年５月 24 日付け保発 0524 第２号） 

 

○別添１別紙の一部を次の表のように改正する。 

（傍線部分が改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

別紙 

 

第１章・第２章 （略） 

 

第３章 保険施術の取扱い 

 

16～19 （略） 

 

（領収証及び明細書の交付） 

20 丁は、患者から一部負担金の支払いを受けるときは、正当な

理由がない限り、領収証を無償で交付すること。 

また、明細書発行機能が付与されているレセプトコンピュー

タを使用している施術所であって、常勤職員（柔道整復師に限ら

ず、事務職員等も含む。）が３人以上である施術所においては、

丁は、患者から一部負担金の支払いを受けるときは、正当な理由

がない限り、当該一部負担金の計算の基礎となった項目ごとに

記載した明細書を無償で交付すること。これに該当しない施術

所においては、丁は、患者から求められたときは、正当な理由が

ない限り、当該一部負担金の計算の基礎となった項目ごとに記

載した明細書を交付すること。 

 

21～25 （略） 

 

第４章～第 10 章 （略） 

 

別紙 

 

第１章・第２章 （略） 

 

第３章 保険施術の取扱い 

 

16～19 （略） 

 

（領収証の交付） 

20 丁は、患者から一部負担金の支払を受けるときは、正当な理

由がない限り、領収証を無償で交付するとともに、患者から求

められたときは、正当な理由がない限り、当該一部負担金の計

算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を交付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

21～25 （略） 

 

第４章～第 10 章 （略） 

 

（別紙） 
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○別添２の一部を次の表のように改正する。 

（傍線部分が改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

受領委任の取扱規程 

 

第１章・第２章 （略） 

 

第３章 保険施術の取扱い 

 

16～19 （略） 

 

（領収証及び明細書の交付） 

20 施術管理者は、患者から一部負担金の支払いを受けるときは、

正当な理由がない限り、領収証を無償で交付すること。 

  また、明細書発行機能が付与されているレセプトコンピュー

タを使用している施術所であって、常勤職員（柔道整復師に限

らず、事務職員等も含む。）が３人以上である施術所においては、

施術管理者は、患者から一部負担金の支払いを受けるときは、

正当な理由がない限り、当該一部負担金の計算の基礎となった

項目ごとに記載した明細書を無償で交付すること。これに該当

しない施術所においては、施術管理者は、患者から求められた

ときは、正当な理由がない限り、当該一部負担金の計算の基礎

となった項目ごとに記載した明細書を交付すること。 

 

21～25 （略） 

 

第４章～第 10 章 （略） 

受領委任の取扱規程 

 

第１章・第２章 （略） 

 

第３章 保険施術の取扱い 

 

16～19 （略） 

 

（領収証の交付） 

20 施術管理者は、患者から一部負担金の支払いを受けるときは、

正当な理由がない限り、領収証を無償で交付するとともに、患

者から求められたときは、正当な理由がない限り、当該一部負

担金の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を交付す

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

21～25 （略） 

 

第４章～第 10 章 （略） 
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